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2022年度以降の週間発電販売計画への
前日スポット約定想定量織込みについて

2022年 1月

電力広域的運営推進機関



2要旨

広域機関では、週間時点における広域予備率を適切に公表していくため、調整力及び需給バランス評
価等に関する委員会において、2022年度からの週間計画の見直しを検討してきました。

第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会で報告した確認試験の結果、週間の発電販
売計画に「非調整電源の前日スポット約定想定量」を織り込んでない現状では、広域予備率が低く
算出され、適切な指標とならないおそれがあることが分かりました。

このため、2022年4月から、週間の発電販売計画に、非調整電源の前日スポット約定想定量を織込
んで提出いただくこととしました。

この資料では、その具体的な織込み方法を説明させていただきます。
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 広域機関では、電力の広域的運用や、容量市場や需給調整市場が開始されることを見据えた各種準備を進める
中で、広域予備率の算定諸元の統一化にも着手し、検討を進めてきました。

１．背景

第47回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
資料2より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/chousei_jukyu_47_haifu.html
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 広域予備率の算定諸元統一化の検討を行う中で、2022年4月からの不等時性を解消した週間計画の運用開
始に向けた確認試験を2021年夏季に行ったところ、近年の前日スポット取引量拡大の影響から、発電販売計画
に「非調整電源の前日スポット約定想定量」を織り込んでない現状では、広域予備率が従来の週間計画と比較
して大幅に減少する結果となることが分かりました。

２．経緯（1／2）

第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
資料1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/chousei_jukyu_68_haifu.html
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 そこで、第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、2022年度から週間計画における発電
計画値に非調整電源の前日スポット約定想定量を織込むことが了承され、非調整電源を有する発電販売計画
提出事業者において、2022年4月からその対応を行っていただくことになりました。

２．経緯（2／2）

第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
資料1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/chousei_jukyu_68_haifu.html
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 本織込みについては、発電販売計画を提出する事業者が対象です。

 対象となる電源は、非調整電源の火力や調整池水力等になります。

 調整電源については、前日スポット約定想定量を織り込む必要はありません。

 なお、需要調達計画や需要抑制計画については、本対応における対象ではありませんので、これまで通りの内容で
ご提出をお願いいたします。

３．前日スポット約定想定量織込みについて
（１）対象事業者について

計画区分 電源種等

需要調達計画

発電販売計画

調整電源

非調整電源

前日スポット約定が見込まれない電源
（例）主に太陽光・風力・水路式など

前日スポット約定が見込まれる電源※
（例）主に火力・調整池水力・揚水など

需要抑制計画

対象
※市況価格の変動に対応したスポット約定結果により発電機出力を変化させるもの
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 前日スポット約定想定量は、これまでは週間計画段階では織り込まないこととしておりましたが、2022年4月より織
込むことにしました。そのイメージについては、以下のとおりです。

（２）具体的な週間の発電販売計画への織込み方法について （1／4）
３．前日スポット約定想定量織込みについて

第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
資料1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/chousei_jukyu_68_haifu.html
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 本内容は、発電販売計画に各事業者様が独自に想定した非調整電源の前日スポット約定※想定量を算定して
頂き、計画に織り込んでいただくというものです。

※ 前日スポット約定とは、今までの週間計画では織り込む必要のなかった市場相場に応じて約定する前日スポットのこと。

 エリア外の事業者との相対取引等のために、スポット市場を介した間接オークションを利用する計画については従
来通り、今回の前日スポット約定想定量とは別に記載して下さい。

 具体的には、以下の通りです。

①各事業者において、独自に前日スポット約定想定量を算定

②発電販売計画に新規銘柄で前日スポット約定想定量を記載

③前日スポット約定想定量にあわせ、当初計画から上昇させた
発電機出力で発電計画値を記載

・前日スポット約定想定量は、事業者様各々で独自に行っていただきます。
・想定にあたっては、燃料消費計画や直近過去の実績を参照する等、各社
において手法を定め、織込んでください。
例:直近３週同曜日の約定量平均など

・販売計画に新規項目を作成し、広域指定のコード、名称を記載します。
・最大需要コマ、最小予備率コマに①で想定した前日スポット約定想定量を

記載します。

・②で織り込んだ前日スポット約定想定量を、2022年3月までの従来想定の
発電機出力に加算し、計画値として入力します。

（２）具体的な週間の発電販売計画への織込み方法について （2／4）

広域機関へ計画提出

３．前日スポット約定想定量織込みについて
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発電計画BG計＝∑BG内の発電計画

▲ 非調整電源 ▲ 非調整電源 ▲

時刻
発電計画
BG計(kW)

変更
▲ 時刻

発電計画
(kW)

発電上限
(kW)

発電下限
(kW)

変更
▲ 時刻

発電計画
(kW)

発電上限
(kW)

発電下限
(kW)

変更
▲

1130 2,800 1130 1,000 1,000 500 1130 1,800 2,000 1,000

電源(BG)種別

発電所名▲

系統コード

契約識別番号2◆

発電計画　内訳　No.1

00000001

発電計画　BG計

00000

広域発電所1号

契約識別番号2◆ 00000002

電源(BG)種別

発電計画　内訳　No.2

系統コード 00000

発電所名▲ 広域発電所2号

対２事業者向け需要供給用に『2500』 ＋ 前日スポット約定見込み『300』 ＝ 『 2800 』

東京エリアにて広域発電所１・２号で発電した電力を●●電力と▲▲電力に対して販売した上で前日スポット約定想
定量を織り込む例について、具体的な入力方法を示します。※ あくまでも記載の数値や入力箇所は例であり事業者によって異なります。

１．新規銘柄として『販売計画 内訳 No.3』を追加、取引先コードに『GSSS3』、取引先名に『前日スポット約定想定』を記載。
２．『取引先名:前日スポット約定想定』 に想定した『300』を記載。
３．同量の『300』分、 ●●電力と▲▲電力の販売分『1500』と『1000』を合わせた『2800』分を

『発電計画内訳 No1』 『発電計画内訳 No2』に『1000』と『1800』として振り分けて記載。

▲ ※ ▲ ※ ▲ ※

時刻
販売計画(確定)

(kW)
変更
▲

時刻
※

販売計画(未確定)
(kW)

変更
※ 時刻

販売計画(確定)
(kW)

変更
▲

時刻
※

販売計画(未確定)
(kW)

変更
※ 時刻

販売計画(確定)
(kW)

変更
▲

時刻
※

販売計画(未確定)
(kW)

変更
※

1130 1,500 1130 0 1130 1,000 1130 0 1130 300 1130 0

販売計画

販売計画　内訳　No.1

電源特定コード▲

広域指示 指示なし

取引先コード

取引先名▲ ●●電力 取引先名▲ ▲▲電力 取引先名▲ 前日スポット約定想定

広域指示

ZZ001

販売計画　内訳　No.2 販売計画　内訳　No.3

取引先コード ZZ002 取引先コード GSSS3

指示なし 広域指示 指示なし

電源特定コード▲ 電源特定コード▲

取引先コード:GSSS＋エリア番号（例は東京の場合）
取引先名:前日スポット約定想定
※ 詳細は次頁に記載

（２）具体的な週間の発電販売計画への織込み方法について （3／4）

発電上限には、余力を含めた発電上限を入力する

３．前日スポット約定想定量織込みについて
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 前頁で記載した、各エリアにおける取引先コード、取引先名は以下の通りです。

エリア 取引先コード 取引先名

北海道 GSSS1

前日スポット約定想定

東北 GSSS2

東京 GSSS3

中部 GSSS4

北陸 GSSS5

関西 GSSS6

中国 GSSS7

四国 GSSS8

九州 GSSS9

※ 沖縄エリアは対象外

（２）具体的な週間の発電販売計画への織込み方法について （4／4）
３．前日スポット約定想定量織込みについて
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 今後のスケジュールについては、以下のとおり、2022年4月開始（2022年3月30日(水)提出分から）となって
おります。 一方 、 準備期間が十分ではないことから、対応できない事業者様もおられることを想定し、3か月の猶
予期間を設けます。2022年7月（2022年6月29日(水)提出分）以降は全事業者様において、前日スポッ
ト約定想定を織り込んでのご提出をお願いいたします。

 非調整電源の供給力が過度に低い値となることを回避するため、前日スポット約定想定分を織り込んだ週間計画
値を広域機関と一般送配電事業者で検討した想定方法で補正し、広域予備率を算出・公表していきます。

 その後、2022年度の夏季・冬季の実績を基に事務局にて確認し、調整力及び需給バランス評価等に関する委員
会で報告した後、問題なければ計画値を使用して広域予備率を算出・公表する予定です。

４．今後のスケジュールについて

第68回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
資料1より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/chousei_jukyu_68_haifu.html
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 【Q-1】前日スポット約定想定の数値は具体的にどのような計算方法が適切ですか。

 【A-1】前日スポット約定想定については、弊機関では計算方法について指定しておりません。
各事業者様によって事情が異なるため、独自想定の数値で織り込んでいただきます。

 【Q-2】どれだけ約定するか市場が読めないため想定できません。その場合は０として提出しても良いですか。

 【A-2】約定が見込まれる場合、想定を行って織り込んでいただく必要があり、０としての提出は行わないでください。
燃料消費計画や直近過去の約定実績等から想定値を作成し、数値を織り込んでください。

 【Q-3】想定した前日スポット約定想定を織り込んだ週間計画と実績とで数値が多少乖離しても問題ありませんか。

 【A-3】週間計画提出以降、天候等の気象条件の変化、燃料消費計画の見直し等もあることから、週間段階での想定と実績が
乖離する場合もあることは承知しております。
しかしながら、乖離が継続して発生しているにもかかわらず改善の意図が見られない数値が継続して織り込まれていると判断
した場合などについては、広域機関より適正化についてのご連絡を差し上げる場合があります。

 【Q-4】各事業者が独自で想定する不確定な値が含まれますが、この取り組みにより週間計画の適正化が図れるのですか。

 【A-4】ご提出いただいた内容については、直ちには広域予備率算定に使用せず、一定の補正を行う事での対応としており、
2022年度において検証を行い、その蓋然性の確認が取れたのちに実運用に適応することとなっています。

 【Q-5】一送側で前日スポット約定想定分をある程度は計算できるはずですが、なぜ事業者側での対応が必要ですか。

 【A-5】一送側では個々の事業者の状況を勘案することは難しく、前日スポット約定想定量を計算することはできません。
より適正な計画を策定するという観点から事業者さまに入力をお願いするものです。

５．FAQ・問合せ先（1／4）
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 【Q-6】発電販売計画マスタの「取引先情報」には、 「取引先コード:GSSS＋エリア番号」についても登録が必要ですか。

 【A-6】登録をお願いいたします。 登録は不要です。

 【Q-7】週間計画における指定されたコード（GSSS〇）が翌日計画上も残っていても問題ないですか。

 【A-7】当該コードが翌日計画上残っていたとしても、数値の部分がブランクであったり値が０の場合は、問題なくご提出いただけます。
基本的には翌日計画では今回指定のコードは記載しないようお願いするところではありますが、システム対応上どうしても削除
できないということであれば、ブランクや０とすることで対応可能です。

 【Q-8】スポット売電は発電販売計画ではなく、需要調達計画にまとめて売電量を記載しています。週間需要調達計画に
前日スポット約定想定量を織り込みは必要ですか。

 【A-8】その場合、発電販売計画にスポット売電量も織り込んで計画値を反映しているはずです。別途発電販売計画に織り込む
必要はありません。

 【Q-9】発電機トラブル等により供給先の需要に対して供給力が不足している場合、実際は市場から買って供給するのですが、
どのように計画値に反映するといいですか。

 【A-9】「調達」枠に当該コード入力して購入分を記載頂き、ご提出いただきます。

 【Q-10】2022年7月までにシステム改修が難しく期日までに対応できない場合はどうしたらいいですか。

 【A-10】通常のオペレーションの範囲で対応できる手法（新規銘柄として登録）で考えており、期日までのご対応をお願いします。

５．FAQ・問合せ先（2／4）
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 【Q-11】将来的に需要調達計画でも前日スポット約定想定分を織り込む可能性はありますか。

 【A-11】現状、そのような予定は考えておりません。

５．FAQ・問合せ先（3／4）
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 お問合せ先:週間計画変更 問合わせ窓口

 電子メールアドレス:implicit_setsumeikai@occto.or.jp

５．FAQ・問合せ先（4／4）


